
ポスターに関する問い合わせ先 世田谷区地域行政部住民記録・戸籍課 TEL:03-5432-2236   
FAX:03-5432-3077 

●利用時間

●持ち物

令和６年３月１日（金）から
令和６年４月３０日（火）まで

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・特別区民税・都民税課税・納税証明書

▶詳細は区のホームページを
ご覧ください。

住民票の写し

……………
……………
……………

印鑑登録証明書

……………
……………
……………

特別区民税・都民税

課税証明書

……………
……………
……………

特別区民税・都民税

納税証明書

……………
……………
……………

●対象期間

●手数料10円の証明書

●利用可能な店舗

●対象者

●その他

住民票の写し・印鑑登録証明書・
課税・納税証明書は６時３０分～２３時
※メンテナンス日は休止します。

マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号
（４桁数字）の入力が必要です。
※一部コンビニエンスストアでは、スマホ用
電子証明書にも対応しています。

※戸籍証明書の手数料は３５０円ですので
ご注意ください。
※戸籍証明書の利用時間は９時～１７時
（第３土曜、日曜、祝日除く）となります。
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マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニエンスストア等で

早く・安く・便利に各種証明書を取得できます。

３～４月は総合支所・出張所窓口が
大変混雑します！！

マルチコピー機が設置されている
コンビニエンスストア等

全国約５万６０００店で利用可能

世田谷区民の方

土日祝も
ＯＫ！

まちづくりセンター等の自動交付機の手数料も
３～４月は１０円です。１０円硬貨をお持ちください。
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